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本
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
の
目
的
は
、
一
橋
大
学
が
政

策
的
な
提
言
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
学
は
、
社
会

貢
献
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
見
を
社
会
に

還
元
す
る
と
と
も
に
、
社
会
か
ら
の
意
見
を
受
け
取

っ
て
研
究
に
生
か
す
こ
と
を
目
指
し
、
こ
の
よ
う
な

オ
ー
プ
ン
な
会
を
催
す
こ
と
に
し
た
。
一
橋
大
学
世

代
間
問
題
研
究
機
構
は
、
年
金
問
題
に
つ
い
て
多
く

の
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
日
本
総
合
研
究
所
と
の
共

催
に
よ
り
、
そ
の
成
果
を
発
表
で
き
る
こ
と
を
大
変

あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。

　
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
立
場

か
ら
、
私
自
身
の
感
想
を
述
べ
た

い
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
全
体
を
通
じ
、

年
金
制
度
改
革
へ
向
け
た
コ
ン
セ

ン
サ
ス
や
痛
み
を
伴
う
改
革
の
必

要
性
、
そ
し
て
社
会
保
障
全
般
か

ら
の
問
題
解
決
と
官
民
の
役
割
分

担
の
重
要
性
な
ど
を
改
め
て
強
く

感
じ
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
一

橋
大
学
と
共
催
で
き
た
こ
と
は
大

変
光
栄
で
あ
る
。当
社
は
今
後
も
、

諸
制
度
に
つ
い
て
の
改
革
の
提
言

と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
作
り
の
た
め
に

積
極
的
に
活
動
し
て
い
き
た
い
。
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長
引
く
景
気
の
低
迷
や
政
治
・
経
済

の
混
迷
の
中
、
日
本
は
新
し
い
経
済
成
長

の
原
動
力
と
世
界
に
お
け
る
貢
献
の
あ
り

方
を
求
め
て
模
索
を
続
け
て
い
る
。
こ
う

し
た
中
、
一
橋
大
学
の
研
究
者
が
主
要
分

野
へ
の
政
策
発
信
を
目
的
と
し
た
「
２
０

１
０
一
橋
大
学
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
企

画
。
来
年
２
月
ま
で
計
６
回
行
わ
れ
る
同

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
第
１
回
が
「
年
金
の
将
来
」

を
テ
ー
マ
に
、
東
京
都
千
代
田
区
の
如
水

会
館
で
こ
の
ほ
ど
開
催
さ
れ
た
。（
主
催

＝
一
橋
大
学
、
共
催
＝
一
橋
大
学
世
代
間

問
題
研
究
機
構
、
日
本
総
合
研
究
所
、

後
援
＝
如
水
会
）。
同
分
野
の
第
一
人
者

が
一
堂
に
会
し
、
信
頼
で
き
る
年
金
制
度

の
構
築
へ
向
け
て
議
論
を
繰
り
広
げ
た
。
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年
金
に
つ
い
て
は
新
制
度
創
設

と
と
も
に
、
過
去
分
の
超
過
債
務

（
レ
ガ
シ
ー
コ
ス
ト
）
を
ど
う
処

理
す
る
か
が
重
要
だ
。
厚
生
年
金

の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
見
る
と
、

財
源
手
当
て
の
な
い
給
付
債
務
は

５
０
０
兆
円
に
上
る
。
こ
れ
を
だ

　
年
金
制
度
改
革
の
議
論
に
お
い

て
は
、
ベ
ー
ス
と
な
る
べ
き
所
得

分
布
や
貧
困
率
の
将
来
見
通
し
の

デ
ー
タ
が
見
当
た
ら
ず
、
移
行
措

置
に
関
す
る
議
論
も
後
回
し
に
な

り
が
ち
だ
。

　
そ
こ
で
、
独
自
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

　
日
本
の
社
会
構
造
が
大
き
く
変

わ
る
中
、
新
し
い
年
金
制
度
を
国

民
の
合
意
に
基
づ
い
て
つ
く
る
こ

と
が
必
要
だ
。
様
々
な
事
実
を
冷

静
に
分
析
す
れ
ば
、
現
行
制
度
の

手
直
し
で
は
、
将
来
に
わ
た
る
持

続
可
能
性
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
は

れ
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
負
担

す
る
か
は
、
ま
だ
決
着
し
て
い
な

い
。

　
公
的
年
金
の
基
本
性
格
は
世
代

間
の
支
え
合
い
だ
が
、
今
の
若
者

の
雇
用
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
。

年
代
別
の
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
た
議

シ
ョ
ン
を
基
に
、
貧
困
層
の
高
齢

者
対
策
の
面
か
ら
各
改
革
案
を
検

証
し
て
み
た
。
所
得
比
例
年
金
と

最
低
保
障
年
金
を
組
み
合
わ
せ
た

Ａ
案
、
基
礎
年
金
を
税
方
式
に
移

行
す
る
案
の
う
ち
、
２
０
１
５
年

を
起
算
点
と
す
る
Ｂ
案
、
消
費
税

理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
。

　
３
月
、
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長

と
し
た
「
新
年
金
制
度
に
関
す
る

検
討
会
」
が
発
足
し
た
。
有
識
者

か
ら
計
５
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
６
月
に
中
間
ま
と
め
と
し
て

「
新
し
い
年
金
制
度
の
基
本
的
考

論
が
必
要
だ
。何
が
事
実
な
の
か
、

新
し
い
こ
と
を
や
る
と
ど
ん
な
こ

と
が
起
こ
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の

年
金
改
革
で
欠
け
て
い
た
の
は
、

そ
う
い
っ
た
基
礎
的
デ
ー
タ
に
基

づ
く
政
策
立
案
で
あ
る
。

　
現
在
、
消
費
税
は
老
人
福
祉
３

財
源
に
使
う
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
無
年
金
の
人
も
過
去
20
年
以

上
、
基
礎
年
金
等
の
財
源
を
負
担

し
て
き
た
と
考
え
れ
ば
、
す
ぐ
に

で
も
最
低
保
障
的
な
意
味
を
持
つ

年
金
を
支
給
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。

　
ま
た
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上

げ
が
重
要
な
議
題
と
な
る
中
、「
上

乗
せ
」
で
は
な
く
「
つ
な
ぎ
」
機

能
と
し
て
の
企
業
年
金
の
役
割
が

高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

導
入
時
の
１
９
８
９
年
を
起
算
点

に
す
る
Ｃ
案
、
移
行
措
置
な
し
に

75
歳
以
上
の
基
礎
年
金
を
税
方
式

に
移
行
す
る
Ｄ
案
の
４
つ
で
あ

る
。

　
す
ぐ
に
改
革
効
果
が
現
れ
る
の

は
Ｃ
案
と
Ｄ
案
で
、
２
０
５
０
年

以
降
で
は
Ａ
案
の
効
果
が
著
し

い
。
た
だ
し
Ａ
案
は
将
来
的
に
巨

額
の
追
加
財
源
が
大
き
な
負
担
と

な
る
。
比
較
的
穏
当
な
Ｂ
案
と
Ｃ

案
に
つ
い
て
も
非
正
規
就
業
者
の

厚
生
年
金
適
用
が
課
題
と
な
り
、

Ｄ
案
は
75
歳
未
満
の
高
齢
期
の
た

め
に
自
助
努
力
を
促
す
仕
組
み
が

不
可
欠
だ
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
具
体
的
な
制

度
の
仕
組
み
を
示
し
、
定
量
的
な

議
論
を
早
急
に
行
う
べ
き
で
あ

る
。

え
方
に
つ
い
て
」
を
策
定
。
今
後

議
論
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、
最

低
限
共
有
・
認
識
す
べ
き
「
新
年

金
制
度
の
７
つ
の
基
本
原
則
」
を

提
案
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
年

金
一
元
化
②
最
低
保
障
③
負
担
と

給
付
の
明
確
化
④
持
続
可
能
⑤

「
消
え
な
い
年
金
」
⑥
未
納
・
未

加
入
ゼ
ロ
⑦
国
民
的
議
論

｜
｜

で

あ
る
。

　
私
た
ち
は
新
し
い
年
金
制
度
構

築
へ
向
け
、
党
派
を
超
え
て
議
論

を
交
わ
し
、
合
意
形
成
を
目
指
し

て
い
る
。
国
民
的
な
議
論
を
踏
ま

え
て
、
将
来
に
わ
た
り
皆
様
が
信

頼
・
安
心
で
き
る
新
し
い
年
金
制

度
の
実
現
に
向
け
て
、
全
力
を
投

じ
て
い
き
た
い
。

　
小
塩
　
貧
困
の
高
齢
化
問
題
に

つ
い
て
は
ど
う
取
り
組
め
ば
い
い

か
。

　
稲
垣
　
実
際
に
は
基
礎
年
金
だ

け
の
人
は
少
な
く
、
短
い
被
用
者

年
金
期
間
の
あ
る
人
が
多
い
。
今

は
非
正
規
就
業
者
の
厚
生
年
金
加

入
率
が
低
い
の
で
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
が
乗
り
に
く
い
が
、
基
礎
年

　
小
塩
　
最
後
に
年
金
一
元
化
な

ど
、
制
度
運
営
に
つ
い
て
一
言
ず

つ
伺
い
た
い
。

　
高
山
　
事
業
所
別
の
厚
生
年
金

加
入
状
況
を
見
る
と
、
５
人
未
満

　
小
塩
　
年
金
は
２
０
０
４
年
の

改
正
を
経
て
も
持
続
可
能
に
な
っ

た
と
は
言
い
が
た
い
。
ど
う
す
れ

ば
持
続
性
を
高
め
ら
れ
る
か
。

　
高
山
　
年
金
は
だ
れ
か
が
痛
み

を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
で
あ
る
。
給
付
の
一
部
を
遠

慮
す
る
か
、
支
給
開
始
年
齢
を
引

き
上
げ
る
し
か
方
法
は
な
い
。
米

国
は
支
給
開
始
年
齢
を
30
年
近
く

前
に
67
歳
と
決
め
、
英
国
で
は
70

歳
に
す
る
と
い
う
話
も
最
近
あ

る
。こ
の
問
題
を
タ
ブ
ー
視
せ
ず
、

支
給
開
始
ま
で
ど
う
つ
な
ぐ
か
と

い
っ
た
全
体
像
を
示
し
な
が
ら
広

く
議
論
す
る
べ
き
だ
。

　
井
堀
　
公
的
年
金
イ
コ
ー
ル
老

後
の
生
活
保
障
の
主
要
な
手
段
で

あ
っ
た
時
代
は
終
わ
っ
た
。
こ
れ

か
ら
は
公
的
年
金
の
役
割
を
限
定

し
、
そ
れ
を
超
え
た
部
分
は
自
助

努
力
で
カ
バ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
い
う
哲
学
を
政
府
が

早
め
に
国
民
に
説
得
す
れ
ば
、
あ

る
程
度
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
西
沢
　
米
国
で
は
、
今
の
加
入

者
が
将
来
世
代
か
ら
受
け
る
所
得

移
転
の
規
模
を
毎
年
推
計
し
て
い

る
。
抽
象
的
な
議
論
よ
り
、
何
を

も
っ
て
持
続
可
能
性
を
評
価
す
る

か
。
そ
の
指
標
を
定
め
て
、
毎
年

厳
密
に
監
視
し
、
数
値
が
悪
化
す

る
方
向
に
向
か
え
ば
、
早
め
に
手

を
打
つ
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
る
。

　
稲
垣
　
年
金
改
革
で
よ
く
取
り

ざ
た
さ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
将

来
の
高
齢
化
率
は
25
％
。
日
本
で

25
％
と
い
う
と
75
歳
以
上
で
あ

る
。
私
は
公
的
年
金
の
守
備
範
囲

を
75
歳
以
上
、
そ
れ
ま
で
は
私
的

年
金
と
い
っ
た
形
に
組
み
替
え
、

役
割
分
担
を
変
え
る
こ
と
が
重
要

だ
と
考
え
る
。
終
身
の
私
的
年
金

は
現
実
的
で
は
な
い
が
、
75
歳
ま

で
の
有
期
年
金
で
、
税
制
優
遇
措

置
も
講
じ
れ
ば
普
及
し
や
す
い
と

思
う
。

金
を
税
方
式
に
変
え
、
非
正
規
就

業
者
の
厚
生
年
金
適
用
を
進
め
れ

ば
、
本
当
の
貧
困
は
相
当
程
度
防

げ
る
は
ず
だ
。

　
高
山
　
04
年
の
改
正
で
は
、
報

酬
比
例
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
基

礎
年
金
に
も
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
を
適
用
し
た
た
め
、
月
額

６
万
６
千
円
の
基
礎
年
金
は
将

来
、
４
万
８
千
円
ま
で
下
が
っ
て

し
ま
う
。
最
低
保
障
の
機
能
を
考

え
る
と
、
こ
の
ま
ま
で
良
い
の
か

再
検
討
す
べ
き
だ
。

　
井
堀
　
一
口
に
高
齢
者
と
い
っ

て
も
、
60
代
70
代
は
消
費
意
欲
も

旺
盛
で
健
康
な
人
が
多
く
、
80
歳

を
超
え
る
と
主
要
な
関
心
は
医
療

費
の
ほ
う
に
向
く
。
も
う
少
し
き

め
細
か
く
対
応
す
る
こ
と
で
貧
困

の
高
齢
者
の
対
象
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
西
沢
　
基
礎
年
金
は
消
費
税
で

ま
か
な
い
、
一
律
に
給
付
す
る
の

が
一
番
す
っ
き
り
と
し
た
解
決
で

は
な
い
か
。
現
役
世
代
か
ら
の
所

得
移
転
で
は
な
く
、
世
代
間
格
差

是
正
の
目
的
税
だ
と
考
え
れ
ば
納

得
も
得
ら
れ
や
す
い
。

の
零
細
企
業
が
半
分
を
超
え
る
。

制
度
を
１
本
化
し
て
も
、
現
実
問

題
と
し
て
実
務
面
で
大
き
な
負
担

が
か
か
り
、
新
た
な
不
公
平
が
発

生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
井
堀
　
所
得
の
捕
捉
率
が
職
業

に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
い
っ
た
問

題
も
あ
る
が
、
今
よ
り
改
善
さ
れ

る
な
ら
、
年
金
一
元
化
や
納
税
者

番
号
制
度
に
よ
る
税
と
保
険
料
の

一
括
徴
収
と
い
っ
た
方
向
性
自
体

は
間
違
っ
て
い
な
い
。

　
稲
垣
　
65
歳
以
上
す
べ
て
を
対

象
に
一
元
化
す
る
の
は
、
公
平
性

の
面
か
ら
見
て
無
理
が
あ
る
。
公

的
年
金
の
範
囲
を
75
歳
以
上
に
縮

小
し
、
そ
こ
に
必
要
な
も
の
を
各

年
金
制
度
か
ら
持
っ
て
き
て
１
つ

の
財
布
に
す
る
。
余
っ
た
分
は
各

制
度
に
返
す
と
い
う
形
で
移
行
す

る
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
西
沢
　
批
判
の
多
い
第
３
号
の

問
題
は
、
出
産
育
児
休
業
時
の
所

得
保
障
等
の
整
備
を
進
め
、
就
業

率
や
賃
金
に
お
け
る
男
女
間
格
差

是
正
と
合
わ
せ
て
段
階
的
に
縮
小

す
る
し
か
な
い
と
考
え
る
。
要
は

ど
う
や
っ
て
国
民
の
理
解
を
得
る

か
だ
。
年
金
問
題
で
最
も
重
要
な

の
は
、
そ
の
た
め
の
情
報
開
示
で

あ
る
。

年金制度改革の移行措置

世代間問題としての年金

年金改革について
～超党派で新しい年金制度をつくる～
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基
礎
デ
ー
タ
か
ら
政
策
立
案
を

具
体
的
な
仕
組
み
を
示
し
議
論

一元
化
な
ど
基
本
原
則
を
提
案

問
題
を
タ
ブ
ー
視
し
な
い

基
礎
年
金
を
税
方
式
に

情
報
開
示
で
国
民
の
理
解
を

公
的
年
金
の
守
備
範
囲
を

き
め
細
か
く
考
え
る
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財
政
的
な
年
金
制
度
は
、
積
立

方
式
と
賦
課
方
式
に
分
か
れ
る
。

人
口
が
減
少
し
、
少
子
高
齢
化
が

進
む
21
世
紀
に
お
い
て
は
、
世
代

間
公
平
の
観
点
か
ら
み
て
、
現
行

の
賦
課
方
式
の
年
金
制
度
を
維
持

す
る
の
は
難
し
い
。

　
私
が
提
案
す
る
年
金
改
革
案

は
、
個
人
勘
定
の
積
立
方
式
で
あ

る
。
60
歳
か
ら
80
歳
ま
で
の
老
後

資
金
は
、
自
分
で
積
み
立
て
た
部

分
で
ま
か
な
い
、
80
歳
以
上
は
消

費
税
を
財
源
と
し
た
公
的
基
礎
年

金
で
保
障
す
る
。
60
歳
以
上
の
す

べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
に
最
低
保

障
す
る
た
め
に
は
膨
大
な
消
費
税

が
必
要
と
な
る
が
、
80
歳
以
上
に

限
れ
ば
社
会
全
体
で
支
え
る
こ
と

が
可
能
だ
。

　
拠
出
期
間
は
20
歳
か
ら
60
歳
。

そ
の
間
、
強
制
的
に
積
み
立
て
る

分
は
す
べ
て
自
分
の
勘
定
に
入
る

た
め
、
所
得
が
低
い
と
偽
っ
て
負

担
を
逃
れ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は

な
い
。
ま
た
税
制
上
の
優
遇
措
置

を
設
け
る
こ
と
で
、
入
る
ほ
う
が

合
理
的
だ
と
い
う
判
断
も
働
く
。

納
税
者
番
号
制
な
ど
の
仕
組
み
を

組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
無
年
金
問
題

の
解
消
に
も
つ
な
が
る
と
考
え

る
。

公的年金の改革について

東京大学大学院
経済学研究科教授

井堀利宏氏

積
立
方
式
と
公
的
年
金
併
用

　
年
金
問
題
を
病
気
に
例
え
る

と
、
病
状
の
診
断
が
で
き
な
い
ま

ま
、
治
療
方
針
の
議
論
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
議
論
以
前
の
問
題

を
克
服
し
な
け
れ
ば
、
生
産
的
議

論
と
そ
の
収
束
は
期
待
で
き
な

い
。

　
問
題
の
１
つ
は
信
頼
で
き
る
計

数
の
不
在
だ
。
開
示
す
る
指
標
の

算
出
方
法
を
徹
底
的
に
議
論
し
、

出
さ
れ
た
数
字
は
与
野
党
で
合
意

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
政

権
交
代
が
起
き
て
も
、
共
通
の
数

字
で
議
論
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は

「
１
０
０
年
安
心
」
と
い
わ
れ
た

２
０
０
４
年
の
改
正
や
、
２
階
建

て
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
１
９
８
５

年
改
正
の
批
判
的
検
証
も
不
可
欠

だ　
そ
の
上
で
私
が
考
え
る
議
論
の

ポ
イ
ン
ト
は
４
つ
。
公
的
年
金
会

計
を
整
備
、一
般
会
計
と
連
結
し
、

一
国
全
体
と
し
て
財
政
の
持
続
可

能
性
を
確
保
で
き
な
い
か
と
い
う

点
が
１
つ
。
２
つ
目
は
所
得
比
例

年
金
を
メ
ー
ン
に
据
え
た
一
元
化

が
抱
え
る
諸
問
題
。
３
つ
目
は
最

低
保
障
年
金
に
関
し
て
、
保
障
す

べ
き
水
準
や
国
と
地
方
の
役
割
分

担
の
議
論
。
最
後
は
歳
入
庁
構
想

だ
。
国
税
庁
と
日
本
年
金
機
構
に

加
え
、
市
町
村
の
税
務
行
政
を
統

合
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
な

る
。

年金改革～国民的議論に向けて～

日本総合研究所主任研究員
一橋大学世代間問題研究
機構特任講師

西沢和彦氏

信
頼
で
き
る
共
通
の
指
標
必
要

企
画
・
制
作
＝
日
本
経
済
新
聞
社

ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
営
業
局

●
一
元
化
問
題

●
貧
困
の
高
齢
化

●
持
続
可
能
性
の
追
求


